
  

  

港 区 
プレスリリース 

令和７年 12 月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

■実施期間 

令和７年 12 月１日（月曜）～31 日（水曜） 

※予算上限額に達した時点で終了 

11 月に実施した啓発活動に引き続き、オレンジリボンの趣旨や児童虐待防止への理解をさ

らに深め、地域全体で子どもを守る意識の醸成を図るため、港区版デジタル地域通貨「みなト

クＰＡＹ」を活用したお得な還元キャンペーンを実施します。 

キャンペーンを通じて、区内商店会等と子育て家庭のつながりを深め、地域全体で子どもを

育む意識を高めていきます。 

■対象 

みなトクＰＡＹマネーでお買い物をした方 

最大２０％還元！ 

概 要 

決済画面イメージ 

決済画面に 

オレンジリボンが 

表示されます 
■還元率 

①区商連加盟の中小個店 …………… 20％ 

②区商連加盟の大型店舗及び 

区商連賛助会員のうち中小個店 … ５％ 

 ③賛助会員の大型店舗 ……………… ２％ 

■還元上限 

①7,000 ポイント／人 

②3,000 ポイント／人 

③1,000 ポイント／人 

※詳細は、みなトクＰＡＹ特設ホームページをご覧ください 

オレンジリボンは、「児童虐待のない社会の実現」を目指す運動のシンボルです。 

オレンジ色は、「子供たちの明るい未来」を表しています。 

みなトクＰＡＹ 
特設ＨＰ 


